
市民公益活動支援センター 
「新型コロナウイルスの感染拡大を防止」するため、大阪府や門真市の考え方に基づき 

利用人数制限をおこないます（適宜、見直しを実施します） 

◆第１会議室（６７．５㎡）：１６人 

◆第２会議室（３３．７㎡）、第３会議室（３３．７㎡）：８人 

◆セミナー室（８１㎡）：２０人 

◆事務ブース：A、B（１５．９㎡）：３人 C、D（１１．１㎡）：２人 

  E、F、G（１０．６㎡）：２人 H、I、J（７．２㎡）：１人 

２０人 

１６人 ８人 ８人 

３人 ２人 １人 

当面の間閉鎖 

2020年6月1日～ 


